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�愛媛県告示第１７６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７号
中小企業等協同組合法施行規程（平成１９年８月愛媛県告示第１４０２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規程は、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１

号。以下「法」という。）及び中小企業等協同組合法施行規則

（平成２０年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業

省、国土交通省、環境省令第１号。以下「規則」という。）の規

定に基づき行政庁が定めることとされている基準に関し必要な事

項を定めるものとする。

（既発生未報告支払準備金）

第２条 規則第１４４条第１項第２号の行政庁が定める金額は、共済

規程（法第９条の６の２第１項に規定する共済規程をいう。以下

同じ。）に基づく共済の種類ごとに、それぞれ次の各号に掲げる

金額を平均した金額とする。ただし、当該平均した金額が零を下

回った場合には、零とする。

� 支払準備金の計算の対象となる事業年度（以下「対象事業年

度」という。）の前事業年度末の既発生未報告支払準備金積立

所要額（次項に規定する既発生未報告支払準備金積立所要額を

いう。以下この条及び次条において同じ。）に、対象事業年度

（趣旨）

第１条 この規程は、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１

号。以下「法」という。）及び中小企業等協同組合法施行規則

（平成１９年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業

省、国土交通省令第１号 。以下「規則」という。）の規

定に基づき行政庁が定めることとされている基準に関し必要な事

項を定めるものとする。

（既発生未報告支払準備金）

第２条 規則第１１８条第１項第２号の行政庁が定める金額は、共済

規程（法第９条の６の２第１項に規定する共済規程をいう。以下

同じ。）に基づく共済の種類ごとに、それぞれ次の各号に掲げる

金額を平均した金額とする。ただし、当該平均した金額が零を下

回った場合には、零とする。

� 支払準備金の計算の対象となる事業年度（以下「対象事業年

度」という。）の前事業年度末の既発生未報告支払準備金積立

所要額（次項に規定する既発生未報告支払準備金積立所要額を

いう。以下この条及び次条において同じ。）に、対象事業年度
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の共済金支払額及び普通支払準備金の額（規則第１４４条第１項

第１号に掲げる金額をいう。以下同じ。）（以下「共済金支払額

等」という。）を対象事業年度の前事業年度の共済金支払額等

で除して得られた率を乗じて得られた金額

�・� 省略

２ 省略

（異常危険準備金の積立基準）

第４条 規則第１４５条第４項第１号に掲げる異常危険準備金（以下

「異常危険準備金Ⅰ」という。）は、共済規程に基づく共済の種

類ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号に定め

る額の合計額以上を積み立てるものとする。

�～� 省略

２ 規則第１４５条第４項第２号に掲げる異常危険準備金（以下「異

常危険準備金Ⅱ」という。）は、規則第１５０条第２号に掲げる額に

１，０００分の１００を乗じて得た額及び責任準備金（同号の予定利率リ

スクを有するものに限る。次条第２項において同じ。）の金額に

１，０００分の１を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるものとす

る。

３ 省略

（異常危険準備金の積立限度）

第５条 省略

２ 異常危険準備金Ⅱの積立ては、規則第１５０条第２号に掲げる額

及び責任準備金の金額に１００分の３を乗じて得た額の合計額を限

度とする。

（出資金、準備金等の計算）

第８条 規則第１４９条第１項第４号の行政庁が定める率は、１００分の

９０（特定共済組合（法第９条の２第７項に規定する特定共済組合

をいう。）及び特定共済組合連合会（法第９条の９第４項に規定

する特定共済組合連合会をいう。）（以下「特定共済組合等」と総

称する。）が有するその他有価証券（財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号。以下「財務

諸表等規則」という。）第８条第２１項に規定するその他有価証券

をいう。以下同じ。）の貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の

合計額を下回る場合には、１００分の１００）とする。

２ 規則第１４９条第１項第５号の行政庁が定める率は、１００分の８５

（特定共済組合等が有する土地の時価が帳簿価額を下回る場合に

は、１００分の１００）とする。

３ 規則第１４９条第１項第６号の行政庁が定めるものは、次の各号

に掲げるものとし、当該定めるものの額は、それぞれ当該各号に

定める額とする。

�・� 省略

� 税効果相当額（任意積立金の取崩しを行うこと等によりリス

ク対応財源として期待できるものの額をいう。） 次の算式に

より得られる額（繰延税金資産（税効果会計（規則第１０２条第

１項第２号に規定する税効果会計をいう。以下同じ。）の適用

により資産として計上されるものをいう。以下同じ。）の額が

零である特定共済組合等（繰延税金資産の算定に当たり繰延税

金資産から控除された額があるものに限る。）にあっては、零

とする。）

ｔ

Ａ×

（１－ｔ）

備考 省略

の共済金支払額及び普通支払準備金の額（規則第１１８条第１項

第１号に掲げる金額をいう。以下同じ。）（以下「共済金支払額

等」という。）を対象事業年度の前事業年度の共済金支払額等

で除して得られた率を乗じて得られた金額

�・� 省略

２ 省略

（異常危険準備金の積立基準）

第４条 規則第１１９条第５項第１号に掲げる異常危険準備金（以下

「異常危険準備金Ⅰ」という。）は、共済規程に基づく共済の種

類ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号に定め

る額の合計額以上を積み立てるものとする。

�～� 省略

２ 規則第１１９条第５項第２号に掲げる異常危険準備金（以下「異

常危険準備金Ⅱ」という。）は、規則第１２４条第２号に掲げる額に

１，０００分の１００を乗じて得た額及び責任準備金（同号の予定利率リ

スクを有するものに限る。次条第２項において同じ。）の金額に

１，０００分の１を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるものとす

る。

３ 省略

（異常危険準備金の積立限度）

第５条 省略

２ 異常危険準備金Ⅱの積立ては、規則第１２４条第２号に掲げる額

及び責任準備金の金額に１００分の３を乗じて得た額の合計額を限

度とする。

（出資金、準備金等の計算）

第８条 規則第１２３条第１項第４号の行政庁が定める率は、１００分の

９０（特定共済組合（法第９条の２第７項に規定する特定共済組合

をいう。）及び特定共済組合連合会（法第９条の９第４項に規定

する特定共済組合連合会をいう。）（以下「特定共済組合等」と総

称する。）が有するその他有価証券（財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号。以下「財務

諸表等規則」という。）第８条第２１項に規定するその他有価証券

をいう。以下同じ。）の貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の

合計額を下回る場合には、１００分の１００）とする。

２ 規則第１２３条第１項第５号の行政庁が定める率は、１００分の８５

（特定共済組合等が有する土地の時価が帳簿価額を下回る場合に

は、１００分の１００）とする。

３ 規則第１２３条第１項第６号の行政庁が定めるものは、次の各号

に掲げるものとし、当該定めるものの額は、それぞれ当該各号に

定める額とする。

�・� 省略

� 税効果相当額（任意積立金の取崩しを行うこと等によりリス

ク対応財源として期待できるものの額をいう。） 次の算式に

より得られる額（繰延税金資産（税効果会計（規則第７６条第１

項第２号 に規定する税効果会計をいう。以下同じ。）の適用

により資産として計上されるものをいう。以下同じ。）の額が

零である特定共済組合等（繰延税金資産の算定に当たり繰延税

金資産から控除された額があるものに限る。）にあっては、零

とする。）

ｔ

Ａ×

（１－ｔ）

備考 省略

愛 媛 県 報平成２０年２月１２日 第１９３７号
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（リスクの合計額）

第９条 規則第１５０条に規定する同条各号に掲げる額を基礎として

計算した額は、次の算式により計算した額とする。

リスクの合計額＝［（Ｒ１）２＋（Ｒ３＋Ｒ４）２］１／２＋Ｒ２＋Ｒ５

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定め

るとおりとする。

Ｒ１ 一般共済リスク相当額（次条第１項第１号に掲げる額を

いう。）

Ｒ２ 巨大災害リスク相当額（次条第１項第２号に掲げる額を

いう。）

Ｒ３ 予定利率リスク相当額（規則第１５０条第２号に掲げる額

をいう。）

Ｒ４ 財産運用リスク相当額（規則第１５０条第３号に掲げる額

をいう。）

Ｒ５ 経営管理リスク相当額（規則第１５０条第４号に掲げる額

をいう。）

（各リスクの計算）

第１０条 規則第１５０条第１号に掲げる額は、次に掲げる額を合計し

て計算するものとする。

�・� 省略

２ 規則第１５０条第２号に掲げる額は、責任準備金の予定利率ごと

に当該予定利率を別表第２の左欄に掲げる予定利率の区分により

区分し、それぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて得られ

た数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準

備金残高に乗じて得た額を合計して計算するものとする。

３ 規則第１５０条第３号イに掲げる額は、リスク対象資産を別表第

３の左欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リス

ク対象資産の額（貸借対照表に計上されたリスク対象資産の額を

いう。以下同じ。）にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を

乗じた額を合計して計算するものとする。

４ 規則第１５０条第３号ロに掲げる額は、リスク対象資産を別表第

４の左欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リス

ク対象資産の額にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じ

た額を合計して計算するものとする。

５ 規則第１５０条第３号ハに掲げる額は、リスク対象資産を別表第

５の左欄に掲げる法人の業務形態ごとに同表の中欄に掲げるリス

ク対象資産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれ

ぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算す

るものとする。

６ 規則第１５０条第３号ニに掲げる額は、次に掲げる額を合計して

計算するものとする。

�・� 省略

７ 規則第１５０条第４号に掲げる額は、同条第１号から第３号まで

に規定するリスク相当額の合計額に、別表第８の左欄に掲げる対

象組合の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて計

算するものとする。

（貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎と

して計算した金額）

第１１条 規則第１９２条第２項及び第３項の行政庁が定めるところに

より計算した金額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金

額の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した金額とする。

� 規則第１４５条第１項第２号の異常危険準備金の額

�・� 省略

（リスクの合計額）

第９条 規則第１２４条に規定する同条各号に掲げる額を基礎として

計算した額は、次の算式により計算した額とする。

リスクの合計額＝［（Ｒ１）２＋（Ｒ３＋Ｒ４）２］１／２＋Ｒ２＋Ｒ５

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定め

るとおりとする。

Ｒ１ 一般共済リスク相当額（次条第１項第１号に掲げる額を

いう。）

Ｒ２ 巨大災害リスク相当額（次条第１項第２号に掲げる額を

いう。）

Ｒ３ 予定利率リスク相当額（規則第１２４条第２号に掲げる額

をいう。）

Ｒ４ 財産運用リスク相当額（規則第１２４条第３号に掲げる額

をいう。）

Ｒ５ 経営管理リスク相当額（規則第１２４条第４号に掲げる額

をいう。）

（各リスクの計算）

第１０条 規則第１２４条第１号に掲げる額は、次に掲げる額を合計し

て計算するものとする。

�・� 省略

２ 規則第１２４条第２号に掲げる額は、責任準備金の予定利率ごと

に当該予定利率を別表第２の左欄に掲げる予定利率の区分により

区分し、それぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて得られ

た数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準

備金残高に乗じて得た額を合計して計算するものとする。

３ 規則第１２４条第３号イに掲げる額は、リスク対象資産を別表第

３の左欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リス

ク対象資産の額（貸借対照表に計上されたリスク対象資産の額を

いう。以下同じ。）にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を

乗じた額を合計して計算するものとする。

４ 規則第１２４条第３号ロに掲げる額は、リスク対象資産を別表第

４の左欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リス

ク対象資産の額にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じ

た額を合計して計算するものとする。

５ 規則第１２４条第３号ハに掲げる額は、リスク対象資産を別表第

５の左欄に掲げる法人の業務形態ごとに同表の中欄に掲げるリス

ク対象資産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれ

ぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算す

るものとする。

６ 規則第１２４条第３号ニに掲げる額は、次に掲げる額を合計して

計算するものとする。

�・� 省略

７ 規則第１２４条第４号に掲げる額は、同条第１号から第３号まで

に規定するリスク相当額の合計額に、別表第８の左欄に掲げる対

象組合の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて計

算するものとする。

（貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎と

して計算した金額）

第１１条 規則第１６６条第２項及び第３項の行政庁が定めるところに

より計算した金額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金

額の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した金額とする。

� 規則第１１９条第１項第２号の異常危険準備金の額

�・� 省略

愛 媛 県 報平成２０年２月１２日 第１９３７号
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�愛媛県告示第１７８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市氷見土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 斉 藤 修 西条市氷見乙１６０１番地

監 事 真 鍋 寛 西条市氷見甲３４番地２

�������
�愛媛県告示第１７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

津島町土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 田 弥三男 宇和島市津島町北灘甲４７０番地５

別表第６（第１０条第６項第１号関係） 別表第６（第１０条第６項第１号関係）

リスク対象金額 リスク係数 リスク対象金額 リスク係数

規則第１４４条第３項に基づいて積み立てな

いこととした支払準備金及び規則第１４８条

に基づいて積み立てないこととした責任

準備金

１パーセント 規則第１１８条第３項に基づいて積み立てな

いこととした支払準備金及び規則第１２２条

に基づいて積み立てないこととした責任

準備金

１パーセント

備考 省略 備考 省略

�愛媛県告示第１８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市別子山字別子山乙５５５番１５８から

同字乙５５５番２まで
平成２０年２月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
西条市中奥字淀丙２０１番４から

同字丙５３７番２まで

旧 １５．１～１９．８ ０．０８４

新 １６．３～１９．８ ０．０８４

愛 媛 県 報平成２０年２月１２日 第１９３７号
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�愛媛県告示第１８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市中奥字淀丙２０１番４から

同字丙５３７番２まで
平成２０年２月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
西条市西之川字老野丁２１７番１０から

同字丁２１５番５まで

旧 １１．７～２６．２ ０．０１７

新 １１．７～２６．２ ０．０１７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市西之川字老野丁２１７番１０から

同字丁２１４番２まで
平成２０年２月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜町仁久字目当場甲４番９から

同町長浜字江湖甲１９番５７まで
平成２０年２月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予石城停車場線
西予市宇和町岩木１５３番２から

同町岩木１５４番２まで

旧 ７．６～７．６ ０．０５１

新 １４．８～１４．８ ０．０５１

愛 媛 県 報平成２０年２月１２日 第１９３７号

９３
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監 査 公 表
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�愛媛県告示第１８８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定に基づ

き、松山広域都市計画特別用途地区の決定に係る都市計画の図書の

写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画土地区画

整理事業の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公

衆の縦覧に供する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画道路の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９１号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２０年２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公表第３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年２月１２日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予石城停車場線
西予市宇和町岩木１５３番２から

同町岩木１５４番２まで
平成２０年２月１２日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
９８号

松山市花園町３番１号 日本賃金業協会愛媛県支部 松山市花園町３番１号 平成２０年１月３１日

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 児 童 相 談 所 平成１９年２月８日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金については、納期限内の収入確保に努

めるとともに、滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 分 滞納繰越分 計

１８年度 １，５５２，３１０ １２，２０９，１００ １３，７６１，４１０
平成１８年１２月
３１日現在
（対前年同月
比）

１７年度 １，８３７，６９０ １１，４０３，３１０ １３，２４１，０００

差引増減 △２８５，３８０ ８０５，７９０ ５２０，４１０

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措置

の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状、催告書の送付、電話催

告、臨戸を実施するとともに、１２月までに徴収会議を３回開催し、未納

者の状況把握と徴収可能な債務者を選別し重点的な納入催告に努めた。

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分につい

ては、保護者との連絡を密にし、効果的な督促を行い、収入の確保に努

めたい。

愛 媛 県 報平成２０年２月１２日 第１９３７号

９４



�������
�公表第４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年２月１２日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

区分

収入未済額（円）

平成１８年１２月３１
日現在

平成１９年度への
繰越額（平成１８
年度末現在）

平成１９年１２月３１
日現在

平成１８年度分 １，５５２，３１０ １，９６７，４６０ １，８０２，５６０

滞納繰越分 １２，２０９，１００ １０，８９０，２２０ １０，８８９，３２０

計 � １３，７６１，４１０ １２，８５７，６８０ １２，６９１，８８０

平成１９年度分� － － ９２０，５４０

合計（�＋�） １３，７６１，４１０ １２，８５７，６８０ １３，６１２，４２０

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

河 川 課 平成１９年１０月２９日

（監査の結果）

代執行費用徴収金については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１８年度 ４，０００，０００

計 ４，０００，０００

（措置の内容）

代執行費用については、債務者から分割納付の申し出を受け、内容を

検討したうえで、これを承認しており、現在、承認した分割納付計画に

基づいて毎月一定額を徴収している。

平成２０年２月１２日 発行

愛 媛 県 報平成２０年２月１２日 第１９３７号
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